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　自家製スタンプ等については、図案や大きさの制限は特にないが適正な大きさのものと

する。

特定のロットを識別するために使用する管理番号、加工年月日、登録こん包材生産者

名、ＤＢ（剥皮）の文字等をマークの枠外に追加することができる。

　この場合、マークの判読を確保するため、混同若しくは誤解を生じさせるおそれのある

もの又は欺くものであってはならない。

第８号様式

輸 出 用 木 材 こ ん 包 材 の 消 毒 処 理 済 み の 表示

１　熱処理の場合の例示

２　臭化メチルくん蒸処理の場合の例示

全植検協製スタンプは、熱処理及び臭化メチルくん蒸処理いずれの場合も①の図案と

し、大きさは縦25ｍｍ横45ｍｍ、縦35ｍ横65ｍｍ又は縦40ｍｍ横75ｍｍの３種類とする。
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